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インボイス制度： 

免税事業者からの課税仕入れの 

経過措置の税額計算 

 

 

 インボイス制度（適格請求書等保存方式）の

下では、原則、インボイス発行事業者以外の

者からの課税仕入れについては、仕入税額

控除を行うことはできませんが、制度開始後 

６年間は、仕入税額相当額の一定割合を仕

入税額とみなして控除できる経過措置が設け

られております。 

 この経過措置を適用する場合、仕入税額と

みなす金額の具体的な計算方法は、仕入税

額について、「積上げ計算」を適用している場

合と「割戻し計算」を適用している場合とで異

なります。 

 

 仕入税額について「積上げ計算」を適用して

いる場合は、経過措置の適用を受ける場合に

おいても「積上げ計算」により計算する必要が

あります。 

 経過措置の適用を受ける課税仕入れの都

度、その課税仕入れに係る支払対価の額に 

１１０分の７．８（軽減税率の対象となる場合は

１０８分の６．２４）を乗じて算出した金額に   

１００分の８０を乗じて算出します（その金額に

１円未満の端数が生じたときは、その端数を

切捨て又は四捨五入する）。 

 

 また、税抜経理を採用している場合、課税仕

入れの都度、経過措置対象分の仮払消費税

額等を算出し端数処理を行っていれば、その

金額の合計額に１００分の７８を乗じて算出し

た金額（切捨て）を経過措置の適用を受けた

課税仕入れに係る消費税額としても差し支えありませ

ん。 

 

 そして、仕入税額について「割戻し計算」を適用し

ている場合は、この経過措置の適用を受ける場合に

おいても「割戻し計算」により計算する必要がありま

す。 

 課税期間中に行った経過措置の適用を受ける課税

仕入れに係る支払対価の額の合計金額に１１０分の

７．８（軽減税率の対象となる場合は１０８分の６．２４）

を乗じて算出した金額に１００分の８０を乗じて算出し

ます。 

 

 なお、インボイス制度開始後６年間、仕入税額相当

額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過

措置を適用できる期間に応じた割合は、２０２３年  

１０月１日から２０２６年９月３０日までの期間は、仕入

税額相当額の８０％、２０２６年１０月１日から２０２９年

９月３０日までの期間は、仕入税額相当額の５０％と

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


